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新規国産ジェット旅客機の開発について

ＹＳ－１１以来約半世紀ぶりの国産旅客機であるスペースジェット（MRJ）の開発が進められている。

2007年10月9日 国土交通省に型式証明申請

2008年3月28日 事業化決定、三菱航空機株式会社を立ち上げ

2009年3月12日 EASA（欧州）に型式証明申請

2009年9月25日 FAA（米国）に型式証明申請

2014年10月18日 ロールアウト

2015年11月11日 飛行試験機初号機の初飛行

2016年9月29日 飛行試験機初号機の米国への空輸

2019年3月3日（現地時間） 型式証明飛行試験を開始

2019年6月 スペースジェットに名称変更

2020年2月 初号機納入時期の延期(2021年度以降)を発表

スペースジェット（MRJ）の開発スケジュール

※開発中のため変更の可能性がある

最大離陸重量 ： 42,800 kg

最大運用ﾏｯﾊ数 ： ﾏｯﾊ0.78 （約830km/h）

離陸滑走路長 ： 1,740 m

着陸滑走路長 ： 1,480 m

航 続 距 離 ： 3,770 km

標準座席数 ： 88 席

主要諸元*
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高い安全性 低燃費・低騒音 客室の快適性 優れた運航経済性

客室の快適性燃費の優位性 低騒音

受注状況（正式契約）：計287機（うち確定163機、オプション等124機）

全日本空輸 ２５機 、 ｽｶｲｳｪｽﾄ（米国） ２００機、ｴｱ・ﾏﾝﾀﾞﾚｲ（ﾐｬﾝﾏｰ） １０機

日本航空３２機、ｴｱﾛﾘｰｽ（米国） ２０機

これらの他、ロックトン（スウェーデン）と２０機の購入について基本合意済み

セールスポイント

提供：三菱航空機㈱

 我が国で初めての国産ジェット旅客機（70～90席クラス）

 リージョナルジェット市場では、2018年～2038年の20年間に全世界で
約3,000機の需要が見込まれ（※）、地域航空での活用が期待される。

※出典：日本航空機開発協会による60～99席市場予測
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（提供：三菱航空機株式会社）

酷暑環境試験

日本国内では、全機強度試験機２機を使
用した地上試験、その他装備する機器の
単体での地上試験等を実施。

米国では、飛行特性試験・失速試験等の
飛行試験、極寒・酷暑環境試験や、自然着
氷試験等を実施。

極寒環境試験

飛行試験の実施と今後の計画

自然着氷試験

 2016年9月から飛行試験機４機を順次米国モーゼスレイクに空輸し、開発飛行試験を開始。

 2019年3月3日（現地時間、日本時間では3月4日）より、航空局のパイロットが操縦して行う飛行試験（型式証明
飛行試験）を開始。

現在の４機に加え、３機の飛行試験機を型式証明飛行試験に投入予定。

※うち１機については、2020年3月18日に国内で初飛行を実施し、今後モーゼスレイクに空輸予定。

マッキンリー
（極寒・酷暑環境試験）

自然着氷試験

初号機は北ルートで、他の３機は
南ルートで米国に空輸した

モーゼスレイク
（拠点空港）

ガニソン
（高地離着陸試験）

#10001

#10002

#10003

#10004

3



4

１ 国産ジェット旅客機の型式証明の進捗状況と今後の見通しについて

２ 航空従事者等の飲酒に起因する事故防止対策の強化について

３ 航空保安対策の強化について

目次



飲酒対策について（操縦士等の飲酒基準）

現行（H31.1.31～）

具体の判断基準無し

アルコールにより正常な運航ができないおそれがある間は運航禁止

【アルコール検査】

８時間以内の飲酒禁止

乗務前に操縦士間の相互確認

（検査の義務付け無し）

※多くの航空会社は自主的に上乗せ（12h:ANA,JAL等）

【アルコール検査】

〇乗務前後のアルコール検査の義務化、検知時の乗務禁止
〇検査時の不正を防止する体制を義務化

・検査時に第三者の立ち会い
・一定の呼気量によりアルコール濃度を数値で表示可能な機器使用
・検査結果(日時、名前、数値等)の記録・保存の義務化

血中濃度：０．２g／ℓ、呼気中濃度：０．０９ｍｇ／ℓ未満

８時間以内の飲酒禁止

【一定時間前の飲酒禁止】

【数値基準】

【一定時間前の飲酒禁止】

従前

※罰則適用上の目安

従前
本邦航空運送事業者は運航に関する事項を運航規程に定め国土交通大臣の認可を受けなければならない

（航空法１１１条の４）本邦航空運送事業者は安全上の支障を及ぼす事態の発生時は国土交通大臣に報告しなければならない

従前

飲酒についての報告義務は無し 飲酒に係る不適切事案について航空局への報告を義務化

※多くの航空会社は自主的に上乗せ（12時間）

（航空法１０３条の２）

従前

飲酒の教育に関する規定は無し
○経営者を含む全関係職員に対し定期的なアルコール教育や、依存症職員の早期
発見等のためカウンセリング環境等の体制整備を義務化

○安全統括管理者の責務として飲酒対策を明確化し必要な体制を整備

本邦航空運送事業者は安全管理規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない

※対象：事業用・自家用問わず全ての操縦士(外国機含む)

（航空法１０４条）

（航空法７０条）

操縦士に対する飲酒に関する規制

航空運送事業者に対する飲酒に関する規制

【罰則】 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 【罰則】 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

【過度な飲酒の禁止】

過度な飲酒の禁止に関する規定は無し
【過度な飲酒の禁止】（R1.10.23～ 追加改正）

勤務開始時に酒気帯びとなるおそれがある過度な飲酒を禁止

（その他） 客室乗務員、運航管理者、整備従事者等に対してもアルコール検査等を義務化（R1.7.5～ 基準改正）

現行（H31.1.31～）

現行（H31.1.31～）

現行（H31.1.31～）
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瞬時に正確な判断/行動を単独で実施

機上で
機体の操縦や旅客の避難誘導等を実施

地上で
運航前整備や対空通信業務等を実施

操縦士 客室乗務員
運航前

整備従事者
運航管理従事者

酒気帯び業務
の禁止

〇 〇 〇 〇

ストロー式による
アルコール検査※1 前後 前後 前 前

検査結果の記録 〇 〇 〇 〇

不正防止策 第三者立ち会い※2 第三者立ち会い※2 第三者立ち会い※2 第三者立ち会い※2

業務前飲酒禁止 ８時間前 ※３ ８時間前 ※３ － －

定期的アルコール教育 〇 〇 〇 〇

※１検査に不合格の場合や不正を行った場合は航空局への報告を義務化
※２ なりすましやすり抜け等の不正防止対策として、モニターによる遠隔監視など同等な方法も可能
※３ 勤務開始時に酒気帯びとなるおそれがある過度な飲酒を禁止（分解能力１時間あたり４㌘に基づき、会社として適正な量を設定）

航空従事者等の飲酒基準改正の概要（令和元年度実施分）

R1/7/5基準改正H31/1/31に措置

R1/10/23追加改正

・アルコールは微量でも注意力の低下や業務の正確性に影響。その度合いは体調や体質により異なる。

・令和元年７月５日、「瞬時に正確な判断・行動」が求められ、かつ、その者の「単独の判断・行動」により安全

運航に影響を与える客室乗務員等に対し、厳格な飲酒基準を適用。

6



航空管制官の飲酒対策について

勤務前の飲酒を自粛し、全官署にアルコール検知器を備え、酒気帯びの有無を
含めた勤務前の健康状態を確認している。
（勤務前の体内アルコール濃度や飲酒禁止時間などの数値的基準はない）

今までの対応

検査の義務化

１．基準の明確化 ・呼気中アルコール検知なし、勤務前8時間禁酒

２．アルコール検査の義務化 ・勤務前に管理職員立会で検査、記録の管理

３．アルコールの影響等に関する教育の実施
４．アルコール不適切事案の報告 ・呼気中アルコール検知された場合、未検査での勤務

５．飲酒対策に係る監査を実施

安全監督

１．安全監査の実施
２．安全情報の収集

交
通
管
制
部

管
制
安
全
室

規程の制定・改正状況、検査実施状況、記録の管
理状況、教育の実施状況、監査の実施状況等
酒気帯び・未検査で業務を実施、検査不合格等
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「テロに強い空港」を目指し、ボディスキャナーをはじめ、高度な保安検査機器の導入を推
進することにより、航空保安検査の高度化を図ります。
具体的には、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けて、主要空

港を中心とした高度な保安検査機器の導入を着実に推進するとともに、同大会終了後は、全国
の空港において従来型の検査機器の更新時に高度な検査機器への入れ替えを促進します。
また、高性能Ｘ線検査装置等の導入に伴い必要となるターミナル改修への補助を実施します。

テロ等の脅威に備え、保安検査の一層の厳格化を図りつつ、検査に係る旅客の負担を抑えるなど、
検査の円滑化も確保。

「航空セキュリティの向上」と「観光先進国実現」の両立に寄与。

期待される効果

機内手荷物用

機内持込・受託手荷物のＸ線検査機器のうち、爆発物を
自動的に検知するシステム

ＥＴＤ（蒸散痕跡物等利
用爆発物検査装置）

現行の接触検査に代わ
るものとして、自動的に
非接触で人体表面の異
物を検知する装置

高性能Ｘ線検査装置

受託手荷物用

液体爆発物検査装置

ボディスキャナー

高度な保安検査機器

高度な保安検査機器の導入
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〇国際線と同様に、旅客に上着（コート、ジャケッ
ト等）の脱衣を求め、上着のＸ線検査を実施。

 上着検査強化（国内線）
〇持込み制限品を隠匿可能な靴（※）について、
Ｘ線検査を実施。
※安全靴、厚底靴、ブーツ、くるぶしを覆う靴 等

 靴検査強化（国内線・国際線）

 爆発物検査強化

○国土交通省では、「テロに強い空港」をめざし、ボディスキャナーを始めとする先進的な航空保安検
査機器の導入を推進。これらの検査機器のより一層の活用を図りつつ、国際的な保安対策の動向を
踏まえ、令和元年９月１３日から、航空保安検査の強化を実施。

○検査員が体に触れる検査に加え、

爆発物の検査装置を使った検査を

新たに実施。

イラスト出典：政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201910/1.html

 周知広報の強化

○旅客に対し、保安検査を

スムーズに通過するため

の周知広報を強化。

航空保安検査の強化
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税関検査

出入国管理及び難民認定法
⇒出国確認留保対象者等
を確認

関税法
⇒必要に応じ輸出規制
物品等を確認

持込
荷物

旅客
航
空
機

待合ラウンジ

輸送

航空保安検査
(委託を受けた
警備会社）

CIQ

[CIQ官署]
待合ラウンジ

航空保安検査

※航空法第８６条を遵守
する上で、運航会社(機
長)が必要と認めた場合
に実施。

必ず実施 必要に応じ実施

出国審査

【税関検査：財務省関税局】
○ 日本からの持出しが禁止されている貨物又は制限されている貨物の所持の有無を確認。

【出国審査：出入国在留管理庁】
○ 旅券の有効性や旅券名義人との同一人性、出国確認留保対象者等を確認。

※ R2.1.6より、大型手荷物の「保安検査を義務化」するとともに、入管及び税関も保安検査に協力し、適正な出国手続を実施。

国際線出国手続の流れ（ビジネスジェット専用施設動線） 出入国在留管理庁
財務省・国土交通省

【航空保安検査：国土交通省】
○ 運航会社（機長）が必要と認めた場合に、爆発物等の危険物がないかを確認（従来の考え方）。

（限られた関係者のみが搭乗するため他の旅客から危害を加えられるおそれはなく、専用動線のため商用機の乗客の安全にも影響なし）
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